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「外来管理加算」 

 
〔告示〕 
「診療報酬の算定方法 平成２０年厚生労働省告示第５９号 別表第１」 
Ａ００１ 再診料 
注６ 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生

労働大臣が定める検査並びに第７部リハビリテーション、第８部精神科専

門療法、第９部処置、第 10 部手術、第 11 部麻酔及び第 12 部放射線治療

を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行

った場合は、外来管理加算として、所定点数に 52 点を加算する。 
 
 
〔課長通知〕 
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項 保医発第 0305001
号」 

(４) 外来管理加算 
ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等を行わずに計画的な

医学管理を行った場合に算定できるものである。 
イ 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な

身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）を行い、それらの結果を踏

まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意

点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解

消するため次の取組を行う。 
[提供される診療内容の事例] 
１ 問診し、患者の訴えを総括する。 

「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がった

けれど、咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」 
２ 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断

等の説明を行う。 
「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっています

し、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなって

いますね。」 
３ これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を

行う。 
「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えら
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れますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過

敏で、ちょっとした刺激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくな

っているようです。症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを

控えて、部屋を十分に加湿し、外出するときにはマスクをした方が

良いですよ。」 
４ 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。 

「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありま

せんか。」 
ウ イに規定する診察に要する時間として、医師が実際に概ね５分を超

えて直接診察を行っている場合に算定できる。この場合において、診

察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時

間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に

対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る。 
また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。併せ

て、外来管理加算の時間要件に該当する旨の記載をする。 
エ 外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、

複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者が２以上の傷病で

複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行った場合は、他科に

おいては外来管理加算は算定できない。 
オ 区分番号「Ｃ０００」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて

外来管理加算を算定できる。 
カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきである

が、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤

を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は

算定できない。 
キ 「注６」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第２章第３部第３

節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。 
超音波検査等 
脳波検査等 
神経・筋検査 
耳鼻咽喉科学的検査 
眼科学的検査 
負荷試験等 
ラジオアイソトープを用いた諸検査 
内視鏡検査 


